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は  じ め に

公益財団法人新潟県下水道公社は、新潟県流域下水道施設の維持管理を主業務として

昭和５６年に設立されて以来、新潟県のご指導と流域関連市町村等のご協力により、流域下

水道を効果的に機能させると共に、下水道をとりまく諸問題に取り組んで参りました。

当公社の設立目的は、「県民の皆様の健康的で快適な居住環境の向上」及び「公共用水

域の水質の保全」に寄与し、もって「公衆衛生の向上」、「自然環境の保全・循環型社会の形

成」に資することであります。

また、当公社の存立のミッション（使命）については、①「適正な水質管理」、②「汚泥の円

滑・適正な処理」、③「維持管理業務の効率的執行」及び④「専門技術者の育成・確保」の四

つと捉えており、ミッション達成に努め、住民生活に不可欠な基幹的公共施設である下水道

をいかなる場合においても万全に維持することが、公社の目的を遂行する上で必要であると

認識しております。

当公社では、「県民の皆様への積極的な情報発信」として、下水道の日のイベント「よみが

える”みず”わくわくフェスタ」を、また、市町村職員の下水道初級者向けに「下水道維持管理

技術講習会」を共に公益財団法人へ移行した平成２４年度から開催してきました。新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため令和２、３年度開催を中止としましたが、小学生に対するリモ 

ートによる見学会等、全世代に様々な媒体を通じて情報発信を行うとともに令和４年度からは

イベントも再開して社会インフラとしての下水道知識の普及・啓発と技術者育成に引き続き取

り組んでいくこととしております。

新潟県の流域下水道は、信濃川下流流域下水道の新潟、新津、長岡浄化センター（中越

流泥処理センターを含む）、魚野川流域下水道の六日町、堀之内浄化センター、阿賀野川

流域下水道の新井郷川浄化センター及び西川流域下水道の西川浄化センターの４流域７浄

化センターが稼働しており、当公社は、これら施設の運転管理業務を県から受託しています。

令和３年度は、年間79,255,229ｍ３の汚水処理を行い、汚泥処理では、発生した脱水ケー

キ24,236ｔ、乾燥汚泥4,461ｔを、セメント原料や下水汚泥発酵肥料等で100％有効利用しまし

た。

また、各浄化センターにおいては、汚泥処理工程で嫌気性消化を行っており、汚泥をメタ

ン発酵させてバイオガス(消化ガス)として8,256,847ｍ３を回収し、そのうち消化槽の加温用燃

料として440,171ｍ３、汚泥乾燥設備用燃料として2,045,740ｍ３、消化ガス発電として4,495,854

ｍ３を有効利用(総量6,981,765ｍ３)しました。これは温室効果ガスの二酸化炭素として、8,324ｔ

を削減したことになります。

この年報は、令和3年度の流域下水道７浄化センター及び中越流泥処理センターの運転

管理状況を資料としてまとめたものであります。関係各位の業務の参考になれば幸いです。

令和４年１２月

公益財団法人 新潟県下水道公社

理 事 長 外外 川川 忠忠 利利
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